
令和元年度新任判事補研修

令和2年1月21日

｢合議における判例調査の在り方」 （民事）

東京地方裁判所民事第24部

市原義孝事判

１
１

第 判例について

判例とは

最高裁判所に対する上訴制度（民事）2

判例集・裁判集，いわゆる例文判断3

法理判例と事例判例4

判例の射程5

補足意見,意見，反対意見6

判示事項と判決（決定）要旨・裁判要旨7

２
１

第 各素材判例の検討

最高裁昭和59年(オ)第211号同61年3月17日第三小法廷判決・民集

40巻2号420頁

※大審院明治38年(オ)第355号同年1 1月25日第一民事部判決・民録

1 1輯1581頁等との関係
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2 最高裁平成23年(受)第2094号同25年2月28日第一小法廷判決・民

集67巻2号343頁

※最高裁昭和34年(オ)第678号同36年4月14日第二小法廷判決・民

集15巻4号765頁等との関係

第3合議における判例調査の在り方

1 合議の種類

（1） 期日前合議

（2） 節目の合議

人証調べ前，和解勧試前，判決起案前等

2左陪席裁判官に期待される役割

(1) 合議の基礎資料

(2) 右陪席に対する情報提供

3 判例調査の目的・意義

4判例調査の手段・方法

5新任判事補の皆さんへ

《参考文献》

1 最新の文献

・ 金築誠志「判例について」中央ロ－

・ 畑佳秀「民事判例の「実践的」読み読み

ジャーナル12巻4号3頁(2016)

方について－判決文等の形式面から読

－2－



み取れること－」東京大学法科大学院ローレビユーVol. 132018. 11

武藤貴明「最高裁判所における民事上告審の手続について」判夕1399号50

頁(2014)
●

2定評のある基本的文献

中野次雄編「判例とその読み方」 〔三訂版〕有斐閣

中野次雄「判例の拘束力についての一考察」判夕150号22］

中村治朗「判例について」司法研修所論集58号1頁(1976)

判夕150号221頁 (1963)

ノ

－3－
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リ
其
性
質
ヲ
異

一
三
抑
手
形
行
爲
《
商
行
爲
二
言
う
商
行
爲
ニ
ョ
リ
ラ
振
出
サ
レ
タ
ル
手
形
ノ
法
律
上
火
原
因
ヲ
有
ユ
ル
行
爲
タ
ル
ナ

リ
會
マ
手
績
ノ
欠
映
又
《
時
效
二
罹
リ
消
滅
シ
タ
ル
ニ
ョ
リ
法
律
ヵ
受
稔
者
二
對
シ
受
益
ノ
限
度
二
於
フ
償
還
ノ
請
求

ヲ
許
容
シ
タ
ル
明
文
ナ
ル
モ
是
ヲ
以
一
フ
直
二
法
律
上
ノ
原
因
ナ
ク
言
う
不
當
二
利
得
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
返
還
セ
シ
ム
ル
民

法
第
七
百
三
條
ノ
規
定
ト
同
覗
ス
ヘ
ヵ
ラ
サ
ル
ナ
リ
ー
ハ
法
律
上
ノ
原
因
ナ
キ
ヲ
理
由
ト
シ
利
得
シ
タ
ル
モ
ノ
、
返
還

ヲ
命
シ
ー
ハ
法
律
上
ノ
原
因
ア
リ
↓
フ
然
カ
モ
或
事
爲
ニ
ョ
リ
｜
ブ
權
利
ヲ
失
却
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
對
ス
ル
特
定
ノ
救
濟
規
定

’
一
利
得
シ
タ
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
ノ
抗
瀞
ノ
立
證
ト
ナ
シ
タ
ル
｜
一
ア
ラ
ス
被
上
告
人
（
原
告
）
《
第
一
審
二
於
テ
甲
第
二
號

溌
ト
シ
ー
フ
上
告
人
ヨ
リ
被
上
告
人
二
鑓
リ
タ
ル
明
治
三
十
一
年
六
月
十
九
日
附
ノ
書
面
ヲ
提
出
シ
立
論
趣
旨
卜
言
プ
被

告
（
上
告
人
）
《
本
訴
ノ
債
務
ヲ
認
メ
金
圓
支
柳
〃
猫
豫
ヲ
求
メ
タ
ル
事
實
ヲ
立
證
ユ
ト
主
張
シ
タ
ル
》
一
因
り
（
明
治

三
十
六
年
二
月
二
十
三
日
第
一
審
辮
論
調
書
）
上
告
人
（
被
告
）
《
甲
第
二
號
護
《
本
訴
ノ
手
形
關
係
ヨ
リ
生
シ
タ
ル

償
務
二
付
キ
被
上
告
人
（
原
告
）
》
一
債
務
ノ
猶
豫
ヲ
求
ム
ル
書
面
ヲ
發
シ
タ
ル
’
一
ア
ラ
ス
シ
ー
フ
本
訴
手
形
關
係
以
外
二

上
併
人
〈
被
上
告
人
二
債
務
ア
リ
ラ
其
猶
豫
ヲ
求
メ
タ
ル
モ
ノ
’
一
シ
テ
手
形
關
係
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
本
訴
ノ
債
務
二
對
シ

猶
豫
ヲ
求
メ
タ
ル
モ
ノ
’
一
ア
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
立
誘
シ
甲
第
二
號
證
／
反
證
二
供
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ハ
明
治
三
十
六

年
二
月
二
十
三
曰
白
河
支
部
二
於
ケ
ル
ロ
頭
辨
論
調
書
二
因
リ
ラ
明
瞭
ノ
事
項
ナ
リ
ト
ュ
然
ル
ヲ
原
審
一
一
於
ラ
被
控
訴

人
（
上
告
人
）
ヵ
不
常
二
利
得
シ
タ
ル
事
賞
ナ
シ
ト
ノ
抗
辮
ヲ
立
證
ユ
ル
證
燦
ト
誤
認
シ
説
明
シ
タ
ル
ハ
理
由
不
備
ノ

裁
判
タ
ル
ヲ
苑
レ
ュ
ト
云
う
｜
一
在
り

然
し
ト
モ
原
院
ノ
法
廷
調
書
二
依
レ
《
上
告
人
〈
原
審
二
於
ラ
乙
第
一
號
證
ヲ
甲
第
一
號
證
ノ
反
瀧
二
供
１
卜
陳
述
シ

タ
ル
記
載
ア
ル
｜
一
過
キ
ス
シ
ブ
本
論
告
ノ
如
キ
第
一
審
調
書
ヲ
援
用
シ
藷
ク
ハ
之
ト
同
一
ナ
ル
立
證
趣
旨
ヲ
陳
述
シ
タ

ル
形
蹟
ア
ル
コ
ト
無
シ
然
し
《
則
ヂ
本
論
旨
〈
歸
ユ
ル
所
原
審
一
一
於
テ
主
張
セ
サ
ル
事
實
ヲ
溌
篠
ト
シ
ラ
原
判
決
ヲ
非

難
ス
ル
モ
ノ
’
一
外
ナ
ラ
ス
ト
云
う
ヘ
シ

止
告
論
旨
ノ
第
三
《
本
訴
誰
上
告
人
ノ
請
求
《
被
上
告
人
〈
甲
第
一
號
誘
約
束
手
形
ノ
債
權
ヲ
浦
期
日
二
支
擁
ヲ
求
ム

時
敬
二
因
ル
樋
利
ノ
消
域
Ｏ
民
法
第
百
四
十
五
像
ノ
解
輝
一
五
八
五



然
し
ト
モ
本
論
旨
二
指
摘
シ
タ
ル
稜
上
告
人
ノ
請
求
趣
旨
二
依
レ
〈
其
商
法
第
四
百
四
十
四
篠
ノ
規
定
一
一
基
ク
償
還
ノ

請
求
ナ
ル
コ
ト
蕊
毛
疑
ヲ
容
ル
ヘ
キ
’
一
非
ス
抑
モ
手
形
ヨ
リ
生
シ
ダ
〃
債
權
ヵ
時
效
叉
〈
手
績
ノ
欠
狭
二
因
リ
ラ
消
滅

シ
タ
ル
ト
キ
若
シ
振
出
人
又
〈
引
受
人
ヵ
手
形
行
鰯
二
因
リ
ラ
利
盆
ヲ
受
ケ
タ
ル
事
實
ア
レ
ハ
所
持
人
之
二
對
シ
｜
プ
償

還
ノ
請
求
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
所
以
ノ
モ
ノ
ハ
不
當
利
得
ノ
法
理
二
基
ク
モ
ノ
’
一
外
ナ
ラ
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
振
出
人
叉
《

引
受
人
力
利
盆
ヲ
受
ケ
タ
ル
所
以
ノ
モ
ノ
ハ
其
手
形
債
務
ノ
支
挑
ヲ
負
婚
シ
タ
ル
↑
一
因
ル
而
言
う
手
形
債
務
ハ
振
出
人

又
〈
引
受
人
ノ
支
沸
ヲ
待
タ
ス
シ
ブ
消
滅
シ
タ
ル
ヲ
以
フ
其
利
盆
ヲ
受
ケ
タ
〃
所
以
ノ
原
因
此
二
消
失
ユ
レ
ハ
ナ
リ
然

し
《
則
チ
被
上
告
人
力
本
訴
二
不
當
利
得
余
返
還
請
求
ノ
訴
卜
題
名
シ
タ
ル
ハ
必
ス
シ
モ
不
當
ナ
リ
ト
云
フ
ヘ
ヵ
ラ
ス

之
ヲ
要
ズ
ル
’
一
本
論
旨
モ
亦
上
告
ノ
理
由
ト
ナ
ラ
ズ

上
來
到
示
メ
ル
如
ク
上
告
論
旨
ニ
ト
シ
ブ
適
法
ノ
理
由
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
プ
民
事
訴
訟
法
第
四
百
三
十
九
條
第
一
項
ノ

規
定
二
從
上
主
文
ノ
如
ク
判
決
ス

タ
ル
ナ
リ
民
商
二
法
規
定
ノ
相
違
其
レ
斯
ノ
如
シ
豈
彼
是
同
三
律
擬
ス
ヘ
キ
’
一
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
本
訴
《
訴
名
請
求
原

因
ノ
記
載
二
於
プ
民
法
上
ノ
不
當
利
得
ヲ
原
因
ト
シ
訴
求
ス
ル
ニ
不
拘
原
審
二
於
テ
商
法
第
四
百
四
十
四
條
二
基
キ
請

求
權
ア
ル
モ
ノ
ト
シ
被
上
告
人
ノ
請
求
ヲ
是
認
シ
タ
ル
ハ
法
則
ヲ
不
當
二
適
用
シ
タ
ル
違
法
ノ
裁
到
ナ
リ
ト
確
信
ス
ト

云
う
｜
一
在
り畔

效
二
因
ル
構
利
ノ
消
滅
○
民
法
第
百
四
十
五
像
ノ
解
稗

一
五
八
七



[~寶珂言司
【
要
旨
】

同
第
四
点
に
つ
い
て
。

・
所
論
は
原
審
の
専
権
に
属
す
る
事
実
認
定
を
攻
撃
す
る
に
帰
着
し
、
採
る
を
得
な
い
。

よ
っ
て
、
民
訴
四
○
一
条
、
九
五
条
、
八
九
条
に
従
い
、
裁
判
官
全
員
の
一
致
で
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。

（
裁
判
長
裁
判
官
藤
田
八
郎
裁
判
官
池
田
克
裁
判
官
奥
野
健
一
裁
判
官
．
山
田
作
之
助
）

上
告
人
の
上
告
理
由

第
一
点
民
法
第
五
○
八
条
ノ
『
時
効
ニ
ョ
ッ
テ
消
滅
シ
ダ
債
権
ガ
其
ノ
消
滅
以
前
二
於
テ
相
殺
二
適
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
其

ノ
債
権
者
〈
相
殺
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得
』
ノ
規
定
〈
当
事
者
ノ
ー
人
ガ
債
務
ヲ
負
担
シ
又
同
一
当
事
者
ガ
債
権
ヲ
有
ス
ル
ガ
如
キ
場

合
其
ノ
債
権
ノ
ミ
ガ
時
効
｝
旨
ツ
テ
消
滅
シ
其
ノ
債
務
ノ
ミ
ガ
取
り
立
テ
ラ
レ
ル
ト
ス
レ
バ
此
等
債
権
債
務
ガ
両
方
ト
モ
有
効
デ

七
六
六
（
二
ｅ

上
告
費
用
は
上
告
人
の
負
担
と
す
る
。

Ｏ
理
：
由

上
告
人
の
上
告
理
由
第
一
な
い
し
第
三
点
に
つ
い
て
。

既
に
消
滅
時
効
に
か
か
っ
た
他
人
の
債
権
を
譲
り
受
け
、
こ
れ
を
自
働
債
権
と
し
て
相
殺
す
る
こ
と
は
、
民
法
五
○
六
条
、
五

○
八
条
の
法
意
に
照
ら
し
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
さ
れ
ば
本
件
に
お
い
て
上
告
人
の
本
件
手
形
取
得
当

時
既
に
右
手
形
債
権
の
消
滅
時
効
が
完
成
し
、
被
上
告
人
に
お
い
て
こ
れ
を
援
用
し
て
い
る
こ
と
原
判
示
の
と
お
り
で
あ
る
以
上

上
告
人
の
な
し
た
相
殺
の
意
思
表
示
は
そ
の
効
力
を
生
ず
る
に
由
な
い
も
の
と
い
う
べ
く
、
従
っ
て
右
と
同
様
の
趣
旨
を
判
示
し

て
上
告
人
の
主
張
を
排
斥
し
た
原
判
決
に
所
論
指
摘
の
違
法
あ
り
と
な
し
得
な
い
。
そ
れ
故
所
論
は
す
べ
て
採
用
の
限
り
で
な

○
八
条
の
法
意
に
照
ら
し
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
さ
れ
ば
本
件
に
お
い
て
上
告
人
の
本
件
手
形
取
得
当

時
既
に
右
手
形
債
権
の
消
滅
時
効
が
完
成
し
、
被
上
告
人
に
お
い
て
こ
れ
を
援
用
し
て
い
る
こ
と
原
判
示
の
と
お
り
で
あ
る
以
上

上
告
人
の
な
し
た
相
殺
の
意
思
表
示
は
そ
の
効
力
を
生
ず
る
に
由
な
い
も
の
と
い
う
べ
く
、
従
っ
て
右
と
同
様
の
趣
旨
を
判
示
し

て
上
告
人
の
主
張
を
排
斥
し
た
原
判
決
に
所
論
指
摘
の
違
法
あ
り
と
な
し
得
な
い
。
そ
れ
故
所
論
は
す
べ
て
採
用
の
限
り
で
な

い
。 ○

請
求
異
議
事
件
師
二
薊
縄
津
嘩
寵
塗
鮭
静
鵬
毒
）

【
上
告
人
】
被
控
訴
人
原
告
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

【
被
上
告
人
】
控
訴
人
被
告
森
友
産
業
貿
易
株
式
会
社

【
第
一
審
】
．
横
浜
地
方
裁
判
所
【
第
二
審
】
東
京
高
等
裁
判
所

○
判
示
事
項

時
効
に
か
か
っ
た
譲
受
債
権
を
自
働
債
権
と
し
て
相
殺
す
る
こ
と
の
許
否

○
判
決
要
旨

消
域
時
効
に
か
か
っ
た
他
人
の
債
権
を
譲
り
受
け
、
こ
れ
を
自
働
債
権
と
し
て
相
殺

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

【
参
照
】
民
法
第
五
○
六
条
相
殺
ハ
当
事
者
ノ
ー
方
ヨ
リ
其
相
手
方
二
対
ス
ル
意
思
表
示
二
依
リ
テ
之
ヲ
為
ス
但
其
意
思
表
示
一
〈
条

件
又
〈
期
限
ヲ
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

前
項
ノ
意
思
表
示
ハ
双
方
ノ
債
務
ヵ
互
二
相
殺
ヲ
為
ス
’
一
適
シ
タ
ル
始
二
遡
リ
テ
其
効
力
ヲ
生
ス

同
法
第
五
○
八
条
時
効
二
因
リ
テ
消
滅
シ
タ
ル
債
権
力
其
消
滅
以
前
二
相
殺
一
一
適
シ
タ
ル
．
場
合
二
於
テ
ハ
其
債
権
者
ハ
相
殺
ヲ
為
ス
コ

、
ト
ヲ
得

○
主
文

本
件
上
告
を
棄
却
す
る
。

時
効
に
か
か
っ
た
譲
受
債
権
を
自
働
債
権
と
し
て
相
殺
す
る
こ
と
の
許
否
七
六
五
（
一
莞
）



七
六
八
（
二
ｓ

ガ
元
来
時
効
ノ
完
成
〈
債
権
其
ノ
モ
ノ
ガ
跡
カ
タ
モ
ナ
ク
全
然
消
滅
ス
ル
ト
言
う
意
味
デ
ハ
ナ
ク
、
債
権
〈
有
ル
ガ
請
求
権
ガ
無

ク
ナ
ル
ニ
ス
ギ
ナ
イ
。
即
チ
時
効
ニ
カ
カ
ッ
タ
債
権
〈
請
求
ス
ル
事
ガ
出
来
ナ
イ
ガ
相
手
方
ノ
認
諾
等
ガ
ア
レ
バ
其
ノ
債
権
ノ
請

求
権
ガ
復
活
ス
ル
ノ
デ
ァ
ル
。
カ
カ
ル
場
合
既
二
債
権
其
ノ
モ
ノ
ガ
跡
カ
タ
モ
ナ
ク
消
滅
シ
テ
居
ル
モ
ノ
ト
ス
レ
や
〈
請
求
権
ノ
復

活
ト
言
う
コ
ト
〈
有
り
得
ナ
イ
筈
デ
ア
ル
。
従
ツ
テ
原
審
判
決
ガ
時
効
ニ
ョ
ッ
テ
消
滅
シ
ダ
債
権
ノ
譲
渡
〈
存
在
シ
ナ
イ
モ
ノ
ノ

譲
渡
デ
ア
ル
カ
ラ
無
効
デ
ア
ル
ト
言
フ
ノ
ハ
法
律
二
違
反
ス
ル
モ
ノ
デ
ァ
ル
。

第
四
点
原
審
判
決
〈
上
告
人
■
■
二
■
■
ガ
訴
外
■
■
■
■
■
■
■
株
式
会
社
カ
ラ
本
件
約
束
手
形
ヲ
裏
書
譲
渡
ヲ
受
欠
タ
ノ
ハ
手
形
ガ
時
効
完
成

後
ダ
ト
判
断
シ
テ
居
リ
マ
ス
ガ
元
粥
卓
■
■
■
■
■
■
株
式
会
社
〈
上
告
人
■
■
二
■
■
ノ
個
人
会
社
デ
ア
ル
カ
ラ
■
■
■
■
■
■
■
臘
式
会
社
ノ
名
前

ヲ
使
ツ
タ
ト
シ
テ
モ
事
実
ハ
上
告
人
■
■
■
二
■
個
人
ノ
意
ノ
侭
二
処
理
サ
レ
テ
居
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
本
件
手
形
ハ
『
依
頼
返
還
』
ト
同
時
二

上
告
人
ノ
モ
ノ
デ
ア
ッ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。
然
ル
ー
原
審
判
決
ハ
確
ダ
ル
根
拠
ニ
ョ
ラ
ズ
上
告
人
一
■
■
■
■
ノ
手
形
取
得
〈
時
効
完
成
後
ダ
ト
判

断
シ
テ
居
リ
マ
ス
ガ
斯
ル
判
断
ヲ
為
ス
コ
ト
ハ
法
律
ノ
根
拠
一
一
ヨ
ル
モ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
・

○
参
照

第
一
審
判
決
の
主
文
及
び
事
実

主
文

被
告
の
原
告
に
対
す
る
横
浜
地
方
裁
判
所
昭
和
二
七
年
（
ワ
）
第
一
八
六
号
約
束
手
形
金
請
求
訴
訟
事
件
の
確
定
の
終
局
判
決
に
基
く
強
制
執
行
は

、
許
さ
な
い
。

訴
訟
費
用
は
、
被
告
の
負
担
と
す
る
。

当
裁
判
所
が
本
件
に
つ
い
て
先
に
し
た
強
制
執
行
停
止
の
決
定
を
認
可
す
る
。

前
項
に
限
っ
て
、
か
り
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ア
ッ
タ
ノ
ニ
甚
ダ
不
公
平
ナ
結
果
ヲ
生
ズ
ル
ノ
デ
之
ノ
不
公
平
ヲ
救
フ
タ
メ
｛
一
此
規
定
ガ
作
ラ
レ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。
即
チ
ー
ッ

ノ
債
権
ト
ー
ッ
ノ
債
務
ガ
嘗
テ
双
方
ト
モ
生
キ
テ
居
テ
有
効
デ
ア
ッ
タ
時
代
ガ
ア
ッ
タ
ノ
ナ
ラ
今
〈
此
ノ
債
権
ト
債
務
ト
ハ
相
殺
シ

得
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
ト
言
う
規
定
ノ
意
味
〈
飽
汐
迄
一
ツ
ノ
債
権
ト
ー
ッ
ノ
債
務
ト
ガ
嘗
テ
両
方
ト
モ
生
キ
テ
有
効
ノ
時
代
ガ
ァ
ッ

タ
カ
ナ
カ
ッ
タ
カ
ト
言
う
事
実
ニ
ョ
ッ
テ
ノ
ミ
相
殺
ノ
可
能
力
不
可
能
カ
ヲ
決
メ
テ
居
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。
手
形
法
第
二
○
条

ノ
規
定
ニ
ョ
レ
。
〈
『
支
払
拒
絶
証
書
作
成
期
間
経
過
後
ノ
裏
書
〈
指
名
債
権
ノ
譲
渡
ノ
効
力
ヲ
有
ス
ル
』
ト
ァ
リ
マ
ス
ノ
デ
上
告

人
〈
本
件
約
束
手
形
ヲ
取
得
ス
ル
事
ニ
ョ
ッ
テ
被
上
告
人
二
対
シ
前
記
民
法
第
五
○
八
条
ノ
規
定
ニ
ョ
リ
相
殺
ヲ
ナ
ス
権
利
ヲ
モ

当
然
取
得
シ
タ
モ
ノ
ト
解
ス
可
キ
デ
ア
リ
マ
ス
。
．
即
チ
本
件
上
告
人
ガ
被
上
告
人
二
対
ス
ル
本
件
債
権
ガ
仮
リ
｜
一
時
効
一
一
カ
ヵ
ッ

テ
居
テ
モ
上
告
人
ノ
債
務
ト
別
ノ
被
上
告
人
ノ
上
告
人
二
対
ス
ル
債
権
ト
ハ
双
方
ガ
生
キ
テ
居
テ
有
効
デ
ァ
ッ
タ
時
代
ガ
ァ
ッ
タ

カ
ラ
両
者
ノ
相
殺
ハ
有
効
デ
ア
ル
ト
解
ス
可
キ
デ
ア
ル
。
従
ツ
テ
之
二
反
ス
ル
原
審
ノ
判
断
〈
法
律
二
違
反
シ
タ
モ
ノ
ト
言
ハ
ザ

ル
ヲ
得
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。

第
二
点
次
ギ
ニ
本
件
上
告
人
ガ
本
件
被
上
告
人
二
対
シ
テ
有
ス
ル
債
権
〈
手
形
法
第
二
○
条
ノ
規
定
一
一
ア
ル
ガ
如
ク
支
払
拒
絶

証
書
作
成
期
間
経
過
後
ノ
裏
書
譲
渡
デ
ア
ル
カ
ラ
指
名
債
権
譲
渡
ノ
効
力
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
デ
ァ
ル
。
シ
カ
モ
此
ノ
約
束
手
形
ハ
始

メ
カ
ラ
終
リ
マ
デ
ニ
人
ノ
同
一
ノ
自
然
人
ノ
間
二
於
テ
ノ
ミ
処
理
セ
ラ
レ
タ
モ
ノ
デ
ァ
ル
カ
ラ
此
ノ
債
権
ノ
内
容
〈
被
上
告
人
二

対
ス
ル
償
還
請
求
ヲ
モ
内
容
ト
ス
ル
実
質
上
ノ
債
権
デ
ア
ル
。
従
ツ
テ
原
審
判
決
指
示
ノ
如
ク
時
効
一
三
ツ
テ
単
二
手
形
上
ノ
請

求
権
が
消
滅
シ
テ
居
ル
カ
ラ
上
告
人
が
訴
外
者
■
■
■
■
■
■
株
式
会
社
カ
ラ
譲
渡
ヲ
受
ケ
タ
形
式
ヲ
執
ツ
タ
本
件
債
権
ハ
内
容

が
全
然
空
虚
デ
ァ
ッ
テ
無
効
デ
ァ
ル
ト
言
フ
ノ
ハ
失
当
デ
ァ
ル
。

第
三
点
更
二
原
審
判
決
〈
時
効
ニ
カ
カ
ッ
タ
債
権
〈
全
然
消
滅
シ
テ
居
ル
カ
ラ
譲
渡
ヲ
受
ケ
テ
モ
無
効
デ
ァ
ル
ト
述
べ
テ
居
ル

時
効
に
か
か
っ
た
譲
受
債
権
を
自
働
債
権
と
し
て
相
殺
す
る
こ
と
の
許
否
七
六
七
⑦
（
一
二
）



０個
被
告
の
手
形
上
の
請
求
権
の
時
効
の
抗
弁
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
請
求
の
原
因
中
で
主
張
し
た
事
実
で
明
か
な
よ
う
に
、
㈹
本
件
約
束
手
形
債

権
は
、
手
形
法
第
七
十
条
に
よ
っ
て
も
未
だ
時
効
に
罹
っ
て
い
な
い
し
、
㈲
か
り
に
時
効
に
因
っ
て
消
滅
し
た
と
し
て
も
、
本
件
は
そ
の
消
滅
以

前
に
相
殺
に
適
し
た
場
合
で
あ
る
か
ら
そ
の
債
権
者
で
あ
る
原
告
は
相
殺
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
法
第
五
百
八
条
）
の
で
あ
っ
て
、
従
っ

て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
被
告
の
抗
弁
も
亦
理
由
が
な
い
。
」

と
反
論
し
●
た
。
（
立
証
省
略
）

の
彼
告
の
申
立
並
び
に
抗
弁
及
び
答
弁
）

被
告
代
表
者
は
、

日
本
案
前
の
抗
弁
と
し
て
、
「
本
件
訴
を
却
下
す
る
。
」
旨
の
判
決
を
求
め
、
そ
の
理
由
と
し
て
、

「
原
告
は
へ
そ
の
訴
状
で
そ
の
主
張
の
反
対
債
権
（
手
形
債
権
）
を
も
っ
て
被
告
の
原
告
に
対
し
て
有
す
る
確
定
の
終
局
判
決
に
よ
る
債
権
と
対

当
額
で
相
殺
す
る
旨
主
張
す
る
が
、
原
告
が
本
訴
を
提
起
し
た
の
は
昭
和
三
一
年
三
月
一
六
日
で
あ
っ
て
そ
の
訴
状
が
被
告
に
送
達
さ
れ
た
の
は

同
月
二
四
日
で
あ
る
と
こ
ろ
、
原
告
主
張
の
約
束
手
形
（
手
形
番
号
第
七
室
一
号
）
の
裏
書
譲
渡
人
で
あ
る
訴
外
■
■
■
■
■
■
■
桃
式
会
社
（
原

告
が
そ
の
代
表
者
ｅ
は
右
提
訴
後
で
あ
る
同
月
二
八
日
に
同
手
形
を
原
告
に
裏
書
譲
渡
し
た
旨
そ
の
翌
日
で
あ
る
同
月
二
九
日
書
面
で
被
告
に

通
知
す
る
と
と
も
に
（
東
京
新
橋
郵
便
局
の
受
附
番
号
に
よ
れ
ば
右
譲
渡
の
前
で
あ
る
。
）
譲
受
人
で
あ
る
原
告
よ
り
被
告
に
対
し
て
書
面
に
よ

七
七
○
（
二
巴

面
に
よ
る
通
知
並
び
に
表
意
は
本
件
相
殺
の
意
思
表
示
の
効
力
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
被
告
の
本
抗
弁
は
理
由
が
な
い
。
」
と
、

㈲
被
告
の
本
案
に
つ
い
て
の
抗
弁
に
対
し
て
、

「
側
本
件
約
束
手
形
が
被
告
主
張
の
絹
ス
カ
ー
フ
加
工
の
た
め
の
前
渡
金
と
し
て
詠
外
室
■
■
■
■
■
■
株
式
会
社
（
原
告
が
そ
の
代
表
取
締
役
。
）

に
交
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
認
す
る
。
被
告
の
こ
の
点
に
つ
い
て
の
主
張
は
全
く
の
虚
櫛
で
あ
る
。
右
訴
外
会
社
は
、
本
件
手
形
債
権

に
対
応
す
る
被
告
に
対
す
る
納
品
は
そ
の
債
務
の
本
旨
に
し
た
が
っ
て
完
全
に
履
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
の
主
張
は
全
く
理
由
が
な

（
原
告
の
、
被
告
の
抗
弁
に
対
す
る
反
論
）

㈲
被
告
の
本
案
前
の
抗
弁
に
対
し
て
、

「
そ
も
そ
も
、
原
告
が
被
告
に
対
し
て
本
件
手
形
債
権
（
相
殺
の
自
働
債
権
ｅ
を
取
得
し
た
の
は
裏
書
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
通
常
の
債
梅

譲
渡
の
方
法
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
被
告
主
張
の
書
面
に
よ
る
本
件
手
形
債
権
の
譲
渡
の
通
知
並
び
に
相
殺
の
意
思
表
示
は
本
訴
提
起
に
備
え

て
念
の
た
め
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
正
式
の
相
殺
の
意
思
表
示
は
本
件
訴
状
の
送
達
に
よ
っ
て
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
右
訴
訟
外
の
書

時
効
に
か
か
っ
た
譲
受
債
権
を
自
働
債
権
と
し
て
相
殺
す
る
こ
と
の
許
否
七
六
九
（
一
三
）

と
陳
述
し
、

事
実

（
原
告
の
請
求
の
趣
旨
並
び
に
原
因
）

原
告
訴
訟
代
理
人
は
、
請
求
の
趣
旨
と
し
て
、
「
主
文
第
一
、
二
項
同
旨
。
」
の
判
決
を
求
め
、
そ
の
請
求
の
原
因
と
し
て
、

「
㈲
被
告
は
原
告
に
対
し
て
請
求
の
趣
旨
（
従
っ
て
、
主
文
第
一
項
ｅ
記
載
の
債
務
名
義
（
確
定
の
終
局
判
決
）
を
有
し
、
そ
れ
に
よ
る
と
原

告
は
被
告
に
対
し
て
金
五
○
万
円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
昭
和
二
七
年
二
月
一
日
以
降
完
済
に
至
る
ま
で
年
六
分
の
金
員
並
び
に
同
事
件
の
訴
訟
費

用
を
支
払
う
べ
き
義
務
を
負
担
し
て
い
る
。

㈲
と
こ
ろ
が
、
原
告
は
、
被
告
が
昭
和
二
六
年
二
月
二
九
日
振
出
し
た
金
額
五
○
万
円
、
支
払
期
日
昭
和
二
七
年
一
月
二
七
日
、
支
払
地
及
び

振
出
地
と
も
横
浜
市
、
支
払
場
所
株
式
会
社
大
阪
銀
行
横
浜
支
店
の
訴
胤
■
■
■
■
■
■
■
株
式
会
社
（
原
告
は
そ
の
代
表
取
締
役
ｅ
宛
の
約
束

手
形
一
通
（
手
形
番
号
第
七
六
二
号
。
甲
第
一
号
証
己
を
そ
の
後
同
会
社
か
ら
裏
書
に
よ
っ
て
譲
り
受
け
現
在
そ
の
所
持
人
で
あ
っ
て
、
被
告

に
対
し
て
同
手
形
債
権
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
原
告
は
本
訴
に
お
い
て
同
債
権
を
も
っ
て
前
記
㈲
の
被
告
の
原
告
に
対
し
て
有
す
る
債
権
と

そ
の
対
当
額
で
相
殺
の
意
思
表
示
を
す
る
。
従
っ
て
、
右
伺
の
確
定
の
終
局
判
決
上
の
債
権
は
本
件
訴
状
が
被
告
に
到
達
し
た
昭
和
三
一
年
三
月

二
四
日
右
相
殺
に
因
っ
て
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。

目
そ
れ
故
寝
原
告
は
、
，
前
記
㈲
の
債
務
名
義
（
確
定
の
終
局
判
決
）
の
執
行
力
の
排
除
を
求
め
る
た
め
、
こ
の
訴
を
す
る
。
」

、
。



七
七
二
（
こ
ろ

被
控
訴
人
の
請
求
を
棄
却
す
る
。

訴
訟
費
用
は
第
一
、
二
審
と
も
被
控
訴
人
の
負
担
と
す
る
。

事
実

控
訴
代
理
人
は
、
主
文
第
一
な
い
し
第
三
項
同
旨
の
判
決
を
求
め
、
被
控
訴
代
理
人
は
、
控
訴
棄
却
の
判
決
を
求
め
た
・
・

当
事
者
双
方
の
事
実
上
の
陳
述
は
、
被
控
訴
代
理
人
に
お
い
て
、
「
被
控
訴
人
は
、
昭
和
三
十
一
年
三
月
末
日
控
訴
人
に
対
し
本
件
手
形
を
呈
示

し
右
手
形
債
権
を
も
っ
て
、
右
執
行
債
権
と
対
当
額
に
お
い
て
相
殺
す
る
旨
の
意
思
表
示
・
を
し
た
が
、
右
手
形
は
控
訴
人
に
交
付
し
な
か
っ
た
。
」

と
述
べ
、
控
訴
代
理
人
に
お
い
て
、
「
㈲
本
案
前
の
訴
却
下
の
抗
弁
は
撤
回
す
る
。
園
被
控
訴
人
主
張
の
自
働
債
権
で
あ
る
手
形
債
権
を
被
控
訴

人
が
取
得
し
た
の
は
早
く
と
も
昭
和
三
十
一
年
三
月
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
右
手
形
振
出
人
と
し
て
の
控
訴
人
の
債
務
は
そ
の
満
期

で
あ
る
昭
和
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
三
年
後
で
あ
る
昭
和
三
十
年
一
月
二
十
六
日
の
経
過
に
よ
り
消
滅
時
効
が
完
成
し
て
い
る
か
ら
、
控

訴
人
は
、
こ
こ
に
時
効
を
援
用
す
る
。

ｂ

従
っ
て
、
消
滅
時
効
完
成
後
に
、
被
控
訴
人
が
右
手
形
債
権
を
取
得
し
、
こ
れ
を
自
働
債
権
と
し
て
相
殺
の
意
思
表
示
を
し
て
も
、
控
訴
人
が
時

効
を
援
用
し
た
以
上
、
相
殺
の
効
力
を
生
じ
な
い
。
」
と
述
べ
た
外
、
原
判
決
事
実
摘
示
記
載
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
こ
れ
を
引
用
す

る
。
（
立
証
省
略
）

理
由

控
訴
人
と
被
控
訴
人
間
の
横
浜
地
方
裁
判
所
昭
和
二
七
年
（
ワ
）
第
一
八
六
号
約
束
手
形
金
請
求
訴
訟
事
件
の
判
決
が
確
定
し
た
こ
と
、
右
判
決
に

よ
れ
ば
令
被
控
訴
人
は
控
訴
人
に
対
し
金
五
十
万
円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
昭
和
二
十
七
年
二
月
一
日
以
降
完
済
に
至
る
ま
で
年
六
分
の
金
員
並
び

に
同
事
件
の
訴
訟
費
用
を
支
払
う
べ
き
義
務
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
は
当
事
者
間
に
争
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

被
控
訴
人
は
、
控
訴
人
が
訴
外
画
■
■
■
■
■
■
株
式
会
社
に
あ
て
、
昭
和
二
十
六
年
十
一
月
二
十
九
日
金
額
五
十
万
円
へ
満
期
昭
和
二
十
七
年
一

月
二
十
七
日
、
支
払
地
、
振
出
地
横
浜
市
、
支
払
場
所
株
式
会
社
大
阪
銀
行
横
浜
支
店
と
定
め
て
振
り
出
し
た
約
束
手
形
一
通
を
、
そ
の
後
同
会

側
原
告
主
張
の
約
束
手
形
（
番
号
第
七
六
二
号
。
甲
第
一
号
証
己
は
、
そ
の
振
出
日
当
時
被
告
が
訴
外
二
■
■
■
■
■
■
株
式
会
社
（
原
告
が
代

表
取
締
役
。
）
に
絹
ス
カ
ー
フ
の
加
工
を
依
頼
し
て
そ
の
前
渡
金
と
し
て
交
付
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
右
訴
外
会
社
は
つ
い
に
右
ス
カ
ー
フ
を

被
告
に
納
入
し
な
か
っ
た
の
で
本
来
当
然
こ
れ
を
振
出
人
で
あ
る
被
告
に
返
戻
す
べ
か
り
し
も
の
で
あ
っ
た
の
に
こ
れ
を
返
還
し
な
い
で
今
日
に

至
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
事
実
を
知
悉
し
て
い
た
同
会
社
の
代
表
者
で
あ
る
原
告
は
そ
の
手
形
の
譲
渡
を
受
け
て
も
被
告
に
対
し
て
同
手

形
債
権
を
主
張
し
て
相
殺
の
用
に
供
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

側
か
り
に
右
の
主
張
が
理
由
が
な
い
と
し
て
も
、
右
約
束
手
形
は
そ
の
所
持
人
で
あ
る
原
告
の
前
主
の
前
記
訴
外
会
社
が
訴
外
株
式
会
社
北
陸
銀

行
に
そ
の
取
立
を
依
頼
し
た
ま
ま
三
年
以
上
も
放
置
し
て
時
効
中
断
等
の
措
置
も
と
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
す
で
に
時
効
に
罹
っ
て
消
滅

に
帰
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
被
告
は
そ
の
時
効
を
援
用
す
る
か
ら
、
本
訴
で
自
働
債
権
と
し
て
相
殺
の
用
に
供
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

と
述
べ
た
。
（
立
証
省
略
）

第
二
審
判
決
の
主
文
、
事
実
及
び
理
由

主
女

原
判
決
を
取
り
消
す
。

時
効
に
か
か
っ
た
譲
受
債
権
を
自
働
債
権
と
し
て
相
殺
す
る
こ
と
の
許
否
七
七
一
（
一
三
）

認
め
る
が
、

そ
も
そ
も
、

る
相
殺
の
意
思
表
示
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
か
り
に
原
告
が
そ
の
主
張
の
約
束
手
形
債
権
を
取
得
し
た
と
し
て
も
、
本
訴
提
起
当
時
は
原
告

は
ま
だ
右
手
形
の
譲
渡
を
受
け
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
、
そ
の
所
持
人
で
は
な
く
、
同
手
形
債
権
を
有
し
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
本
訴
提
起
に
つ

。
〃

い
て
訴
権
を
有
し
な
か
っ
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
と
陳
述
し
、

㈲
本
案
に
つ
い
て
、
「
原
告
の
請
求
を
棄
却
す
る
。
」
と
の
判
決
を
求
め
、
答
弁
と
し
て
、

「
原
告
主
張
の
請
求
原
因
中
㈲
の
事
実
並
び
に
㈲
の
事
実
の
う
ち
原
告
が
そ
の
主
張
の
約
束
手
形
の
現
在
の
所
持
人
で
あ
る
こ
と
、
は
い
づ
れ
も

認
め
る
が
、
そ
の
余
は
否
認
す
る
。



社
か
ら
裏
書
譲
渡
を
受
け
、
こ
れ
が
所
持
人
と
な
っ
た
の
で
、
昭
和
三
十
一
年
三
月
末
日
控
訴
人
に
対
し
本
件
手
形
を
呈
示
し
、
本
件
手
形
債
権

を
自
働
債
権
と
し
、
前
記
確
定
判
決
の
債
櫓
と
対
当
額
に
お
い
て
相
殺
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
の
で
、
前
記
確
定
判
決
の
債
権
は
消
滅
し
た

と
主
張
し
、
こ
れ
に
対
し
て
控
訴
人
は
右
手
形
債
権
は
既
に
消
滅
時
効
完
成
に
よ
っ
て
消
滅
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
相
殺
し
得
な
い
と

主
張
す
る
の
で
あ
る
。

お
よ
そ
相
殺
の
要
件
は
相
殺
の
意
思
表
示
の
時
に
お
い
て
双
方
の
債
権
が
相
殺
適
状
の
状
態
で
相
対
立
す
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
の
で
あ
る
が
、

法
は
例
外
的
に
公
平
の
見
地
よ
り
し
て
時
効
に
よ
り
消
滅
し
た
債
権
が
そ
の
消
滅
以
前
に
相
殺
に
適
し
た
場
合
に
は
そ
の
債
権
者
は
相
殺
を
為
す

こ
と
を
得
と
定
め
（
民
五
○
八
）
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
い
う
時
効
に
よ
り
消
滅
し
た
債
権
と
は
、
法
律
上
規
定
さ
れ
た
消
滅
時
効
の
期
間
の

経
過
し
た
債
権
の
意
味
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
か
か
る
債
権
に
つ
い
て
は
消
滅
時
効
の
期
間
経
過
後
と
雌
も
、
そ
の
期
間
経
過
前
に
相
殺
適
状
に

あ
っ
た
場
合
に
限
り
、
こ
れ
を
自
働
償
権
と
す
る
相
殺
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
控
訴
人
が
被
控
訴
人
主
張
の
手
形
を
振
り
出
し
た
こ
と

は
当
事
者
間
に
争
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
原
審
に
お
け
る
原
告
（
被
控
訴
人
）
本
人
尋
問
の
結
果
．
（
第
三
回
）
に
よ
れ
ば
、
被
控
訴
人
が
右
手

形
を
取
得
し
た
の
は
、
昭
和
三
十
一
年
中
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
被
控
訴
人
の
本
件
手
形
取
得
前
控
訴
人
の
手
形
上
の
責
任
に
つ
い
て
消
滅
時
効

期
間
が
既
に
経
過
し
て
い
た
こ
と
は
、
暦
数
上
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
右
手
形
に
つ
い
て
は
、
消
滅
時
効
期
間
経
過
前
に
お
い
て
も
相
殺
適
状
に

あ
っ
た
も
の
と
い
い
難
く
従
っ
て
被
控
訴
人
の
な
し
た
相
殺
の
意
思
表
示
自
体
が
効
力
な
き
も
の
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

相
殺
の
有
効
を
前
提
と
し
て
、
前
記
の
確
定
判
決
の
債
権
が
消
滅
し
た
と
の
被
控
訴
人
の
主
張
は
理
由
が
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ

故
被
控
訴
人
の
本
訴
請
求
は
理
由
が
な
い
も
の
と
い
う
べ
く
、
従
っ
て
被
控
訴
人
の
請
求
を
認
容
し
た
原
判
決
は
失
当
と
し
て
取
消
す
べ
き
も
の

で
あ
る
。
よ
っ
て
訴
訟
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
八
十
九
条
、
第
九
十
六
条
を
適
用
し
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。
（
昭
和
三
四
年

二
月
二
八
日
東
京
高
等
裁
判
所
第
四
民
事
部
）

時
効
に
か
か
っ
た
譲
受
債
権
を
自
働
債
権
と
し
て
相
殺
す
る
こ
と
の
許
否

』

七
七
三
（
二
ち


